
山梨県の重度心身障害者医療費助成制度
見直しに係るレセプト表示内容変更について

平成25年11月26日
山梨県福祉保健部障害福祉課

山梨県では、重度心身障害者医療費無料制度を堅持し、医療の重要度が高い障害者の健康を守
りつつ、窓口無料化により増大しているペナルティ(※1)の補てんに要する経費を削減して障害者施
策の新たな課題に対応するため、従来の公費番号「83」に該当する医療費の助成について、平成26
年11月から自動還付方式(自動償還方式)に移行する準備を進めています。
自動還付方式への移行に伴い、受給者の皆様には医療機関等の窓口で一旦自己負担分をお支
払いいただきますが、その都度の申請手続きなしに、3ヶ月程度で受給者の預金口座に自己負担分
相当額が自動的に振り込まれることになります。また、この方式の実現に向けて県内の医療機関等
には、審査支払機関に提出する診療（調剤）報酬明細書（レセプト）とは別にレセプト写しを作成して
いただき、山梨県国保連合会（以下、国保連合会）に送付していただきます。

上記のような制度見直しに伴い、医療機関等から公費負担者に対しての請求が必要なくなること
から、審査支払機関に提出するレセプトの公費欄に「83」の記載は行われません。そのため、レセプ
トに公費負担者番号および受給者番号をコメントとして追記（審査支払機関は内容を確認済みです）
し、レセプト写しを作成していただくこととなります。（医療機関の利用するレセプトコンピュータの仕様
制約上、公費番号「83」に該当するレセプトでもコメントに記載されない場合があります。）

本資料では、自動還付方式への移行に伴い変更となるレセプトへの記載内容について、その内容
を御説明させていただきます。保険者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

※1：窓口無料化を行う市町村を対象に、本来であれば国が負担すべき国民健康保険の国庫負担金等を減額する措置 1



1.制度見直しに伴う処理の流れ
受給者、医療機関等、審査支払機関
（国保連合会、支払基金）、集計機関（国
保連合会）、市町村における処理の流れ
を示します。
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項目 モード 最大
バイト

項目
形式

記録内容 記載例

レコード識別情報 英数 2 固定 “CO”を記録する。 CO

診療識別 数字 2 可変 １ 診療識別コード（厚生労働大臣の定める別
表19）を記録する。
２ 診療識別を必要としないコメントの場合は、
記録を省略する。

01

負担区分 英数 1 固定 負担区分コード（厚生労働大臣の定める別表
20）を記録する。

1

コメントコード 数字 9 固定 別に定めるコメントコードを記録する。 810000001

文字データ 漢字 76 可変 １ 各コメントコードに対応して、文字情報、数字
情報又は別に定める修飾語コードを記録する。
２ 文字データの記録を要しないコメントコードの
場合は、記録を省略する。
３ 記録する文字データが７６バイトに満たない
場合は、後続する“スペース”を省略しても差し
支えない。

●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡ
ＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ
※１行で記載
※「AAAAAAAA」は公費負担
者番号８桁（全角）
※「BBBBBBB」は公費受給者
番号７桁（全角）

レコード作成例 ： CO,01,1,810000001,●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ

2-1．電子レセプトへの記録方法（医科）
公費83に該当する受給者のレセプトに対して、山梨県自動還付方式に必要となる公費負担者番
号と受給者番号を、コメントレコード（COレコード）の1行目に記載します。
なお、本項目以外は、厚生労働大臣が定める記録条件仕様と同様の方式とします。
（４）各種レコードの記録要領に関する事項 － 「オ 摘要情報」 － 「（エ）コメントレコード 」

※コメントレコード（COレコード）の1行目に記載願います。
※オンライン請求時にエラーがでないよう整合性をとってください。
※参考資料：厚生労働省診療報酬情報提供サービス「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件
仕様（医科用）平成24年4月版」



※コメントレコード（COレコード）の1行目に記載願います。
※総括レセプト（レセプト総括区分コードが1）の場合はそのコメントレコード、DPCレセプト（レセプト総括区分コードが0）の場合は出来高情報のコメントレコード
が対象となります。

※オンライン請求時にエラーがでないよう整合性をとってください。
※参考資料：厚生労働省診療報酬情報提供サービス「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（DPC用）平成24年11月版」 4

公費83に該当する受給者のレセプトに対して、コメントレコード（COレコード）に山梨県自動還付方
式に必要となる公費負担者番号と受給者番号を追記します。
なお、本項目以外は、厚生労働大臣が定める記録条件仕様と同様の方式とします。
（４）各種レコードの記録要領に関する事項

総括レセプトの場合： 「エ コメント情報」 － 「コメントレコード」
DPCレセプトの場合： 「ス 出来高情報、摘要情報」―「（エ） コメントレコード」

項目 モード 最大
バイト

項目
形式

記録内容 記載例

レコード識別情報 英数 2 固定 “CO”を記録する。 CO

診療識別 数字 2 可変 １ 診療識別コード（厚生労働大臣の定める別
表18）を記録する。
２ 診療識別を必要としないコメントの場合は、
記録を省略する。

01

負担区分 英数 1 固定 負担区分コード（厚生労働大臣の定める別表
19）を記録する。

1

コメントコード 数字 9 固定 別に定めるコメントコードを記録する。 810000001

文字データ 漢字 76 可変 １ 各コメントコードに対応して、文字情報、数字
情報又は別に定める修飾語コードを記録する。
２ 文字データの記録を要しないコメントコードの
場合は、記録を省略する。
３ 記録する文字データが７６バイトに満たない
場合は、後続する“スペース”を省略しても差し
支えない。

●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡ
ＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ

※１行で記載
※「AAAAAAAA」は公費負担
者番号８桁（全角）
※「BBBBBBB」は公費受給者
番号７桁（全角）

2-2．電子レセプトへの記録方法（DPC）
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公費83に該当する受給者のレセプトに対して、コメントレコード（COレコード）に山梨県自動還付方
式に必要となる公費負担者番号と受給者番号を追記します。
なお、本項目以外は、厚生労働大臣が定める記録条件仕様と同様の方式とします。
（４）各種レコードの記録要領に関する事項 － 「カ 診療行為情報 」 － 「（オ）コメントレコード 」

※コメントレコード（COレコード）の1行目に記載願います。
※オンライン請求時にエラーがでないよう整合性をとってください。

※参考資料：厚生労働省診療報酬情報提供サービス「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件
仕様（歯科用）平成24年4月版」

項目 モード 最大
バイト

項目
形式

記録内容 記載例

レコード識別情報 英数 2 固定 “CO”を記録する。 CO

診療識別 数字 2 可変 １ 診療識別コード（厚生労働大臣の定める別
表20）を記録する。
２ 診療識別を必要としないコメントの場合は、
記録を省略する。

99

負担区分 英数 1 固定 負担区分コード（厚生労働大臣の定める別表
21）を記録する。

1

コメントコード 数字 9 固定 別に定めるコメントコードを記録する。 810000001

文字データ 漢字 400 可変 １ 各コメントコードに対応して、文字情報、数字
情報又は別に定める修飾語コードを記録する。
２ 文字データを要しないコメントコードの場合は、
記録を省略する。
３ 記録する文字データが４００バイトに満たな
い場合は、後続する“スペース”を省略しても差
し支えない。

●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡ
ＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ

※１行で記載
※「AAAAAAAA」は公費負担
者番号８桁（全角）
※「BBBBBBB」は公費受給者
番号７桁（全角）

レコード作成例 ： CO,99,1,810000001,●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ

2-3．電子レセプトへの記録方法（歯科）
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公費83に該当する受給者のレセプトに対して、摘要欄レコード（TKレコード）に山梨県自動還付方
式に必要となる公費負担者番号と受給者番号を追記します。
なお、本項目以外は、厚生労働大臣が定める記録条件仕様と同様の方式とします。
（４）各種レコードの記録要領に関する事項 － 「オ摘要欄情報」 － 「摘要欄レコード」

※摘要欄レコード（TKレコード）の1行目に記載願います。
※オンライン請求時にエラーがでないよう整合性をとってください。

※参考資料：厚生労働省診療報酬情報提供サービス「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件
仕様（調剤用）平成24年4月版」

項目 モード 最大
バイト

項目
形式

記録内容 記載例

レコード識別
情報

英数 2 固定 “TK”を記録する。 TK

コメントコード 数字 9 固定 別に定めるコメントコードを記録する。 810000001

文字データ 漢字 76 可変 １文字データが７６バイトに満たない場

合は、後続する“スペース”を省略しても
差し支えない。
２文字データを記録しない場合は、記録
を省略する。

●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡＡＡＡ
ＢＢＢＢＢＢＢ

※１行で記載
※「AAAAAAAA」は公費負担者番
号８桁（全角）
※「BBBBBBB」は公費受給者番号
７桁（全角）

レコード作成例 ： TK,810000001,●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ

2-4．電子レセプトへの記録方法（調剤）



公費83に該当する受給者のレセプトに対して、公費負担者番号と受給者番号を追記します。この際、
記載場所は「摘要欄」の最上部とし、「●山梨県自動還付AAAAAAAABBBBBBB」として記載します。
なお、傷病名が摘要欄まで続く場合は傷病名を優先し、その後に記載してください。

※「AAAAAAAA」は公費負担者番号８桁です。
※「BBBBBBB」は公費受給者番号７桁です。

3-1．紙レセプトへの記録方法（医科/歯科/調剤）
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7
歯科レセプト

調剤レセプト

医科（入院外）
レセプト 医科（入院）

レセプト

●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ

●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ

●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ

●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ



公費83に該当する受給者のレセプトを抽出し、公費負担者番号と受給者番号を追記します。
この際、 DPCについては記載場所を「出来高欄」の最上部、訪問看護では「保険医療機関の所
在地および名称」の上部空欄部分とします。

※「AAAAAAAA」は公費負担者番号８桁です。
※「BBBBBBB」は公費受給者番号７桁です。

3-2．紙レセプトへの記録方法（DPC/訪問看護）

DPC 訪問看護

●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ

●山梨県自動還付ＡＡＡＡＡＡＡＡＢＢＢＢＢＢＢ
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